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五
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月　曜　日

一
〇
七

目

次

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て
（
二
件
）	

一
〇
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
変
更
に
伴
う
公
告	

一
〇
七

公
　
　
　
告

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
本
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
総
務
部
資
産
活
用
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
六
年
一
月
十
五
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
東
京
電
力
エ
ナ
ジ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
十
三
番
一
号

五
　
契
約
金
額
　
一
億
四
千
二
百
二
十
五
万
九
百
九
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
競
争
入
札
に
付
し
入
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
該
当
）
。

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
北
巨
摩
合
同
庁
舎
ほ
か
七
十
一
施
設
で
使
用
す
る
電
気

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
総
務
部
資
産
活
用
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
六
年
二
月
十
三
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
東
京
電
力
エ
ナ
ジ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
株
式
会
社

㈡
　
住
所
　
東
京
都
中
央
区
銀
座
八
丁
目
十
三
番
一
号

五
　
契
約
金
額
　
四
億
九
千
百
四
十
万
四
千
五
百
四
十
五
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

七
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
競
争
入
札
に
付
し
入
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治

法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
該
当
）
。

◉
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営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
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更
に
伴
う
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告

土
地
改
良
法
（
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和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
協

議
を
行
う
に
当
た
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
身
延
南
部
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
の
変
更

後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
概
要
を
縦
覧
に
供
す
る
。
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郎
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書
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後
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業
計
画
書
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写
し



発
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一
〇
八

二
　
縦
覧
期
間

令
和
六
年
三
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
六
年
四
月
二
十
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

身
延
町
役
場

四
　
意
見
書
の
提
出
方
法

こ
の
事
業
計
画
の
概
要
に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
の
最
終
日
ま
で
に
、
山
梨
県
峡

南
農
務
事
務
所
長
あ
て
書
面
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。


